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「平成 23 年産米に由来する米ぬか等の取扱いについて」の 

一部改正について 

 

このことについて、平成 24年３月 28日付け 23生産第 6128号、23消安第 6607

号、23 食産 3884 号、23 林政経第 385 号、23 水推第 1124 号をもって、農林水

産省生産局農産部穀物課長、生産局畜産部畜産振興課長、消費・安全局畜水産

安全管理課長、食料産業局食品小売サービス課長、林野庁林政部経営課長、水

産庁増殖推進部栽培養殖課長の連名で別添写しのとおり通知があったので、貴

会関係者に周知方よろしくお願いします。 

このたびの通知は、23 日獣発第 141 号（平成 23 年 8 月 10 日付「放射性セシ

ウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設置について」）

に基づいた馬用飼料、豚用飼料、家きん用飼料及び養殖魚用飼料の放射性セシ

ウムの暫定許容値が改訂され、４月１日より適用されたことに伴い、米ぬか等

の取扱いも別紙新旧対照表のとおり改訂され、同日より施行された旨、本会会

員への了知と周知及び関係者への周知と指導を依頼されたものです。 

なお、本通知は、飼料や敷料等の様々な用途に利用される米ぬか等を適切に

管理するための方法を示したものですが、これまでの米ぬかの原料玄米の情報

による管理を基本としつつ、米ぬか等を単体飼料用等に供給・利用する場合に

は、必要に応じて米ぬか等の放射性セシウム濃度を測定する等により、基準値

や暫定許容値を超えない米ぬか等が供給・利用されるよう留意願いたい旨依頼

されています。 

 

本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 笹川 

 TEL  03－3475－1601 
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